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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 6 件



 

 

神奈川国民年金 事案 7017 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年３月から同年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から同年８月まで 

    私の妻が、私が会社を退職した昭和 58 年３月頃に、私の国民年金の加入

手続を区の出張所で行った。私は、その際発行された年金手帳を所持して

いる。 

    申立期間の国民年金保険料は、私の妻が、送付されてきた納付書により
おぼ

納付したが、妻は、納付時期、保険料額及び納付頻度等は憶えていないと

言っている。 

    申立期間の私の妻の国民年金保険料については、納付済みとなっている

にもかかわらず、私の当該期間の保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 58 年３月頃に、その妻が、申立人の国民年

金の加入手続を区の出張所で行ったと主張しているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号が同年５月１日に払い出されていることが、国民年金手帳記

号番号払出簿により確認できる上、申立人の手帳記号番号が付与された前後

の任意加入被保険者の被保険者資格取得日等から、申立人の国民年金の加入

手続時期は同年３月と推認され、申立人の主張と一致する。 

   また、オンライン記録において、昭和 59 年 11 月７日に過年度納付書が発

行されていることが確認でき、当該納付書は、申立期間のものと認められる

上、未納とされている期間は、申立期間のみであり、かつ６か月と短期間で

ある。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

 



 

  

を納付したとする申立人の妻は、申立期間の保険料については納付済みであ

る上、保険料の未納は無く、任意加入手続及び種別変更手続についても適切

に行っていることが、オンライン記録において確認できることから、納付意

識が高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8278 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 21 年３月 14 日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認めら

れ、かつ、申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日は、23 年４月 20 日であったと認められることから、申立人に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年３月は 100 円、

同年４月から 22 年５月までは 300 円、同年６月から 23 年３月までは 600

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年３月 14 日から 23 年４月頃まで 

    年金事務所の回答によると、私がＡ社Ｂ事業所で事務職として勤務し

ていた期間について、「調査の結果、加入記録が判明し、昭和 21 年３

月 14 日資格取得が確認できるが、資格喪失日が確認できない。」との

回答だった。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者記録は、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、厚生年金保険被保険者台帳及びオ

ンライン記録において、被保険者資格の取得日が昭和 21 年３月 14 日と記

録されているものの、その喪失日が記録されておらず、申立人の基礎年金

番号に統合されていない。 

   一方、申立人の申立期間と近接する昭和 21 年４月１日から 23 年４月

20 日までの期間がＡ社Ｂ事業所における被保険者期間となっている同僚

は、「私は、23 年４月頃同社においてストライキがあった頃退職した。

申立人を含む数名もその頃退職したと思う。」と証言している。 

   また、申立人に係る戸籍謄本により、婚姻届が昭和 23 年 10 月＊日に提



                      

  

出されているのが確認できるところ、申立人は、「入籍したのは 23 年 10

月だが、結婚したのは同年５月頃であり、その１、２か月前に退職した。

その頃ストライキがあったのを覚えている。」と説明しており、この事実
しんぴょうせい

経過の説明は具体性が有り、かつ、同僚の証言とも符合し、信憑性も認

められることから、申立人は、上記同僚の資格喪失日の前日である、同年

４月 19 日までＡ社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

   さらに、上記被保険者名簿には、申立人と同様に資格喪失日の無い被保

険者が多数存在し、平成になってからも事業所に確認し資格喪失日を追記

する等、社会保険事務所において年金記録が適正に管理されていたとは考

え難い。 

   これらの事実を総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 21 年３

月 14 日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事

務所に対し行ったことが認められ、かつ、申立人の申立てに係る事業所に

おける厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、23 年４月 20 日であったと

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人及び上記同僚の上記

被保険者名簿の記録から、昭和 21 年３月は 100 円、同年４月から 22 年５

月までは 300 円、同年６月から 23 年３月までは 600 円とすることが妥当

である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 56 年８月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年７月 31 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 56 年７月 31 日までＡ社に勤務し、翌日の同年８月１日か

らＣ社に転籍となった。Ａ社及びＣ社はグループ会社であり、当時の私

は兄弟会社間の移籍と認識しており、何の違和感も無く転籍をして勤務

を開始した。しかしながら、厚生年金保険の記録では、同年７月が厚生

年金保険被保険者期間となっていない。私が所持している給与明細書で

は同年７月の厚生年金保険料がＡ社において事業主により給与から控除

されているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、複数の同僚の証言、申立人が所持している給与明細書

及び昭和 56 年分給与所得の源泉徴収票の記載内容により、申立人が、申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 56 年８月１日に、Ａ社

からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持している昭和

56 年７月の給与明細書の厚生年金保険料控除額及びＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において確認できる同年７月の申立人の標準報

酬月額変更の記録から、18 万円とすることが妥当である。 



                      

  

   なお、事業主が申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、申立期間当時の資料等が無いため不明と

しているが、事業主が資格喪失日を昭和 56 年８月１日と届け出たにもか

かわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年７月 31 日と誤って記録

することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8280 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪

失日に係る記録を昭和 34 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保

険者記録が無い。当該期間は、同社の組織変更により、同社Ｂ事業所か

ら同社Ｃ事業所へ異動はしたが、継続して勤務していた。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事記録、同社の回答及び同僚の証言から判断する

と、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 34 年６月１日に、同社Ｂ事業

所から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 34 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭

和 34 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

年５月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は同年５月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った



                      

  

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 34 年４月 20 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月 20 日から同年５月１日まで 

    私は、昭和 32 年４月に、Ａ社に入社し、同社Ｃ工場に配属された。

34 年４月 20 日に、同社Ｃ工場から、同社本社に転勤になり、60 歳の定

年で退職するまでの間、同社に継続して勤務していたが、申立期間が厚

生年金保険の被保険者期間となっていない。申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主及び同僚からの回答、雇用保険の加入記録、並びに事業主から提

出された「退職者リスト」から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務

し（昭和 34 年４月 20 日に同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

34 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から１万 8,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明であると回答しており、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 



                      

  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を、平成 21 年７月 30 日は 10 万円、同年 12 月 24 日は

63 万 6,000 円、22 年７月 23 日は 25 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 21 年７月 30 日 

             ② 平成 21 年 12 月 24 日 

             ③ 平成 22 年７月 23 日 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、申立期間①から③

までに係る標準賞与額の記録が無い。 

    調査の上、申立期間に係る厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の記録では、申立期間①か

ら③までに係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

   厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 



                      

  

   したがって、申立期間①から③までに係る標準賞与額については、事業

主から提出された給料台帳（賞与台帳）において確認できる保険料控除額

から、平成 21 年７月 30 日は 10 万円、同年 12 月 24 日は 63 万 6,000 円、

22 年７月 23 日は 25 万円とすることが必要である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間当時、申立てに係る賞与支払届を社会保険事

務所（当時）に提出しておらず、当該保険料を徴収する権利が時効により

消滅した後に訂正の届出を行ったと回答していることから、社会保険事務

所は、申立人に係る申立期間①から③までの標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を、63 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 21 年 12 月 24 日 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、申立期間に係る標

準賞与額の記録が無い。 

    調査の上、申立期間に係る厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の記録では、申立期間に係

る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

   厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間に係る標準賞与額については、事業主から提出さ

れた給料台帳（賞与台帳）において確認できる保険料控除額から、63 万

6,000 円とすることが必要である。 



                      

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間当時、申立てに係る賞与支払届を社会保険事

務所（当時）に提出しておらず、当該保険料を徴収する権利が時効により

消滅した後に訂正の届出を行ったと回答していることから、社会保険事務

所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

  



                      

神奈川厚生年金 事案 8284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年３月 25 日から同年４月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保

険者資格の取得日に係る記録を同年３月 25 日に訂正し、同年３月の標準

報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年１月から同年２月１日まで 

             ② 昭和 45 年３月 25 日から同年４月１日まで 

    父は、申立期間①及び②において、Ａ社に継続して勤務していたが、

厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間①及び②を被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、雇用保険の加入記録、申立人が所持する実務経験

証明書及び事業所が保管している経歴書から判断して、申立人がＡ社に継

続して勤務し（同社Ｃ事業所から同社Ｂ事業所に異動）、当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、事業所の回答及び同僚の記録から、昭和 45

年３月 25 日とすることが妥当である。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 45 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

  



                      

いては、事業主は、届出の誤りを認めていることから、社会保険事務所の

記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 45 年３月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録、申立人が所持する実務経験

証明書及び事業所が保管している経歴書から、申立人がＡ社に勤務してい

たことが認められる。 

   しかしながら、Ａ社Ｃ事業所における厚生年金保険被保険者資格取得日

が申立人と同じ昭和 28 年２月１日である従業員６名について検証したと

ころ、いずれの従業員も申立人と同様、同年１月中に雇用保険の被保険者

資格を取得していることが確認できることから、当時、同社は、入社と同

時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

   また、Ａ社は、当時の試用期間等の取扱い及び入社直後の厚生年金保険

の加入取扱いについては不明であり、申立人に係る届出、保険料控除につ

いても不明であると回答している。 

   さらに、Ａ社Ｃ事業所に係る事業所別被保険者名簿及び申立人に係る厚

生年金保険被保険者台帳における申立人の同社Ｃ事業所の資格取得日は、

オンライン記録と一致している。 

   このほか、申立人は、当該期間における給与明細書や源泉徴収票などの

厚生年金保険料に関する資料を所持しておらず、申立人の当該期間におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を９万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円に訂正することが必要である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

神奈川厚生年金 事案 8286 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を７万 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、７万 9,000 円に訂正することが必要である。 

  



                      

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8287 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を７万 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、７万 9,000 円に訂正することが必要である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を７万 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 平成元年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、７万 9,000 円に訂正することが必要である。 



                      

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

  

 



  

神奈川厚生年金 事案 8289 

                    

  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を９万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円に訂正することが必要である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8290 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を７万 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、７万 9,000 円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を９万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 54 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 22 年５月 31 日 

    私は、Ａ社に勤務しているが、国（厚生労働省）の記録によると、申

立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が欠落しているので、

調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社におけるオンライン記録では、申立期間に係る標準賞与額

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準賞与額とならない記録とされている。 

   ところで、厚生年金特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、事業主が保管している

「平成 22 年１回分賞与一覧表（支給日 22 年５月 31 日）」で確認できる

厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円に訂正することが必要である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。

 



 

神奈川国民年金 事案 7018 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年６月から２年３月までの期間及び 14 年 10 月から 15 年４

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等   

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年６月から２年３月まで 

             ② 平成 14 年 10 月から 15 年４月まで 

    私は、昭和 60 年７月頃、村役場で国民年金の加入手続を行った。 

    申立期間①当時、私の元夫は会社に勤めていたので、その元夫が私の国

民年金の第３号被保険者への種別変更手続を会社で行ってくれた。 

    申立期間②の国民年金保険料については、毎年郵送されてきた納付書に

より毎月、コンビニエンスストア、銀行、郵便局等で納付していた。 

    申立期間②当時、私の居住していた町では合併問題があり、混乱してい

たので私の国民年金の記録が消えてしまったのではないかと思う。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、元夫が申立人の第１号被保険者から第３

号被保険者への種別変更手続を会社で行ったと主張しているが、ⅰ）その元

夫が勤めていた事業所では申立期間当時、従業員の配偶者の第３号被保険者

の種別変更手続については行っていなかったことが確認できること、ⅱ）当

該期間のうち、平成元年６月及び同年７月については、申立人は婚姻前であ

り、第３号被保険者となることはできないことから、申立内容と一致しない。 

   また、申立期間②については、申立人は、当該期間の国民年金保険料をコ

ンビニエンスストア、銀行、郵便局等で納付していたと主張しているが、具

体的な記憶が無く、保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②を含む、平成 14

  



 

  

年４月から 15 年４月までの期間について、口座振替により国民年金保険料

を納付する手続が取られていたことが口座振替情報記録により確認できるが、
せき

口座振替事蹟記録では同年２月ないし同年４月については「資金不足」の記

載が確認できる上、申立人が口座振替を行っていた銀行の「流動性預金異動

明細表」においても、申立期間②の保険料が、引き落とされていたことを確

認することができない。 

   加えて、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であ

り、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料収納事務の電算化が図られてい

た状況下である上、14 年４月に保険料の収納事務が国に一元化されたことに

伴い事務処理の機械化が一層促進された期間であることを踏まえると、当該

期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考えにくい。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

神奈川国民年金 事案 7019 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年 11 月から平成３年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月から平成３年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 63 年＊月頃、大学生だったが、私の父親が、

「国民年金はきちんと納めるものだ。」と言ってくれたので、母親がすぐ

に私の国民年金の加入手続を行い、私の学生時代の国民年金保険料を納付

してくれていた。 

    私が 20 歳になったときから、母親がずっと申立期間の国民年金保険料を

納付し続けてくれていたにもかかわらず、当該期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の加入手続及び当該期間の保険料を納付したとす

るその母親は、加入手続を行った時期及び場所、保険料の納付方法を記憶し

ていないなど、当該期間当時の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、申立人が 20 歳となった昭和 63 年＊月頃に、申立人の母

親が加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主

張しているが、申立人の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後

の番号が付与された国民年金被保険者の資格記録等から、平成３年８月から

同年 10 月までの間に行われたと推認され、申立内容と一致しない。 

   さらに、申立人は、申立期間当時大学生であり、国民年金に加入するには、

制度上、任意加入することになるが、申立人の所持する年金手帳の国民年金

の「初めて被保険者となった日」は、20 歳以上の学生が強制加入被保険者と

なる制度変更がなされた「平成３年４月１日」となっており、オンライン記

録においても、同年同月前に国民年金の被保険者資格を取得した記録は確認

  



 

できないことから、当該期間は国民年金保険料を納付することができない任

意の未加入期間である上、当該期間に別の手帳記号番号が払い出されていた

形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

神奈川国民年金 事案 7020 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年６月から同年 10 月までの期間、７年７月から８年３月ま

での期間、９年２月から 14 年３月までの期間及び 15 年４月から 16 年３月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年６月から同年 10 月まで 

             ② 平成７年７月から８年３月まで 

             ③ 平成９年２月から 14 年３月まで 

             ④ 平成 15 年４月から 16 年３月まで 

    私の国民年金の加入手続については、平成２年６月に私の母親が、区役

所で行った。申立期間の国民年金保険料については、母親が毎月金融機関

で１か月当たり１万 3,000 円ぐらいを納付していた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年６月にその母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、

毎月金融機関で国民年金保険料を納付していたと主張しているが、ⅰ）申立

人の国民年金手帳記号番号は、８年８月に払い出されたことが国民年金手帳

記号番号払出簿により確認でき、その時点において、申立期間①の保険料は、

時効により納付することができないこと、ⅱ）申立人の手帳記号番号の払出

時期からみて、申立期間②の保険料を納付するためには過年度納付すること
おぼ

となるが、申立人は、保険料を遡ってまとめて納付した憶えはないとしてい

ることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立期間③については、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間

であり、基礎年金番号に基づき国民年金保険料の収納事務の電算化が図られ

た状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考

え難い。 

  



 

   さらに、申立期間④については、平成 14 年４月に、国民年金保険料の収納

事務が国に一元化されたことに伴い、事務処理の電算化のシステム化が一層

促進されたことを踏まえると、当該期間の記録管理に誤りがあったとは考え

にくい上、申立人から提出された市民税・県民税課税（非課税）証明書につ

いても、当該証明書に記載されている社会保険料控除額は、当該期間の保険
かい

料を実際に納付した場合の金額と乖離していることから、当該証明書をもっ

て当該期間の保険料が納付されたと認めることはできない。 

   加えて、前述の資料以外に申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

  

神奈川国民年金 事案 7021 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年３月から９年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から９年８月まで 

    私は、勤務していた会社を退職した平成６年４月頃、区役所で国民年金

の加入手続を行った。 

    加入手続後の国民年金保険料は、私が郵便局か金融機関で、納付書によ

り納付していた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した平成６年４月頃に、区役所で国民年金の加入手

続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、納付書により納付して

いたと主張しているが、申立人は、保険料の納付場所、納付時期及び納付金

額についての記憶が明確ではないことから、申立期間の保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人のオンライン記録によると、平成４年４月に厚生年金保険に

加入した際に払い出された番号が、９年９月に基礎年金番号として付番され、

申立人は、当該基礎年金番号で、厚生年金保険の資格喪失後の 11 年 12 月に

初めて国民年金の第１号被保険者資格を取得していることが確認できること

から、当該付番日時点においては、申立期間は国民年金の未加入期間で国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を、前述の基礎年金番号によらずに納

付するには、申立人に対して、国民年金手帳記号番号が払い出されている必

要があるが、申立期間から基礎年金番号付番時まで同一区内に居住していた

申立人に、当該手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらず、その形跡も無い。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 7022 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

    私の母親は、既に亡くなっているため詳しいことは分からないが、昭和

50 年頃に母親が私の国民年金の加入手続を行ってくれ、私の国民年金保険

料を私が結婚するまで母親が立て替えて納付してくれていたので、私は、

後から母親にその保険料額を渡していた。 

    私が国民年金に加入して半年ほどたった頃に、「未納期間の国民年金保

険料を２年分遡って納付できる。」との通知が届いたので、母親が私の申

立期間の保険料を立て替えて納付してくれた。母親から当該期間の領収書

を渡され、その金額のお金を母親に渡した。納付した保険料額は３万円弱
おぼ

だった憶えがある。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、当該期間の保険料を納付したとするその母親は既に他界

しており、証言を得ることができないことから、加入状況及び納付状況が不

明である。 

   また、申立人は、その母親が昭和 50 年頃、申立人の国民年金の加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を遡って納付したと述べているが、申立人

の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保

険者資格取得日から、申立人の加入手続時期は 52 年２月と推認でき、その

時点において、当該期間の保険料の大半は時効で納付することができないこ

とに加え、それら時効にかかる期間の保険料を納付するためには、別の手帳

記号番号が払い出されている必要があるが、当該期間の前後を通じて同一区



 

  

内に居住していたとする申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   さらに、申立人の母親が立て替えて納付したとする国民年金保険料額は、

実際に申立期間の保険料を遡って納付した場合の金額と相違している一方、

推認される加入手続時点において、現に納付済みとされている当該期間直後

の昭和 50 年４月から 52 年３月までの保険料額とおおむね一致している。 

   加えて、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 7023 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年 10 月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 10 月から 49 年 12 月まで 

    私が 20 歳になった昭和 47 年＊月に、私の叔父が、私が居住していた区

の区役所で私の国民年金の加入手続を行ってくれた。加入手続後の国民年

金保険料については、私が納付書により自宅近くの金融機関で毎月納付し

ていた。その保険料額は、当初 900 円、その後 1,100 円から 1,500 円ぐら
おぼ

いに増額されたことを憶えている。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その叔父が、昭和 47 年＊月に申立人が居住していた区の区役所

で申立人の国民年金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料につい

ては、当初 900 円の保険料を、申立人が納付書により金融機関で毎月納付し

ていたと主張しているが、申立人は国民年金の加入手続に直接関与しておら

ず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするその叔父からは、証言を得

ることができない上、申立人が納付していたとする保険料額についても、申

立期間当初の保険料額は申立人が主張する金額と相違していることから、国

民年金の加入状況及び当該期間当時の保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された国民年金被保険者の被保険者資格記

録等から、昭和 50 年１月ないし同年４月と推認でき、申立人の主張する時期

と一致しない。 

   さらに、推認される申立人の加入手続時点において、申立期間の国民年金

保険料については、過年度納付により納付することができる期間があるもの

の、申立人は、当該期間の保険料を遡って納付した記憶は無く、現在所持し



 

  

ている昭和 49 年 11 月以降に発行された年金手帳以外に他の手帳を交付され

た記憶は無いとしている上、申立人の主張のとおり当該期間の保険料を納付

するには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申

立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて同一区内に居住していた申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ず、その形跡も無い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8292（事案 271 及び 4301 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年４月１日から同年８月 29 日まで 

             ② 昭和 33 年２月１日から同年 12 月１日まで 

             ③ 昭和 37 年１月１日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 30 年４月１日から 37 年３月 31 日までの期間、Ａ社に継

続して勤務していた。その間、転籍や出向等をすること無く、工事現場

で働いていたが、申立期間①から③までの厚生年金保険被保険者記録が

欠落しているため、当該期間を被保険者期間として認めてほしいと申し

立てたが、記録を訂正できないとの通知を受けた。 

    今回、新たに、健康保険被保険者証を返納したとされる申立期間②に

おいて通院のため健康保険被保険者証を使用したと思われるＢ保健所管

内の病院名簿及び一般診療所名簿を提出する。 

    調査の上、申立期間①から③までの厚生年金保険の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①から③までについては、当時の写真集などから、当該期間に

おいてＡ社に勤務していたことは認められるものの、当該期間における保

険料控除を確認できないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基

づき、平成 20 年 10 月 21 日付け及び 22 年 11 月２日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回の申立てに当たり、申立人は新たな資料として、申立期間②におい

て通院したとするＢ保健所管内の病院名簿及び一般診療所名簿を提出し、

通院の事実を確認し、当該期間が厚生年金保険被保険者期間であることを

認めてほしいと主張している。 



                      

   しかしながら、申立人が提出している当該名簿の記載に基づき、複数の

医療機関に、申立期間②当時の申立人の通院記録を照会したものの、いず

れも保管年限を経過しているとしており、通院の事実を確認することがで

きないことから、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認めら

れない。 

   また、申立人は申立期間①及び③については新たな資料の提出は無く、

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間①から③までの期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年 11 月頃から 34 年３月末頃まで 

    私は、申立期間において、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社の４事業所に勤

務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者の記録が無いので、

調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    ４事業所には、臨時工のＥ職として勤務していた。それぞれの事業所

に勤務していた具体的な時期を記憶していないが、勤務した事業所の順

番及び勤務期間は、Ａ社で約１年以上、Ｂ社で約半年以上、Ｃ社で約半

年及びＤ社で約１年以上であった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、Ａ社に係る期間について、オンライン記録では、同社

は、厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

   また、Ａ社の事業主及び申立人が記憶する同僚の所在が不明であること

から、申立人の同社における勤務実態及び保険料控除について確認するこ

とができない。 

   申立期間のうち、Ｂ社に係る期間について、オンライン記録では、同社

は、昭和 36 年９月 15 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主及び当該期間において厚生年金保険被保険者記録のある全ての同僚

の所在も不明であることから、申立人の同社における勤務実態及び保険料

控除について確認することができない。 

   また、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 31 年９月

１日であり、申立人が同社で勤務したと主張する申立期間の前半は、適用

事業所になっていない。 

   さらに、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無



                      

  

い上、申立人が記憶する同僚２名も当該被保険者名簿に氏名は無く、健康

保険番号に欠番も無い。 

   申立期間のうち、Ｃ社に係る期間について、同僚は、「申立人は、Ｃ社

で臨時工のＦ職として、昭和 30 年頃に短期間勤務していたと思う。」と

供述していることから、申立人は、同社において期間の特定はできないが、

臨時工として勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏

名は無い上、申立人が当該事業所へ臨時工として一緒に入社したとする同

僚も当該被保険者名簿に氏名は無い。 

   また、Ｃ社の元経理課長は、「Ｃ社では、昭和 35 年頃まで厚生年金保

険の加入の取扱いが正社員と臨時工では異なっており、臨時工は、厚生年

金保険に加入していなかったと思う。」と供述している。 

   申立期間のうち、Ｄ社に係る期間について、オンライン記録では、同社

は、昭和 30 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

事業主及び被保険者の所在も不明であることから、申立人の同社における

勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

   また、Ｄ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無い

上、申立人が同社へ臨時工として一緒に入社したとする同僚２名も当該被

保険者名簿に氏名は無く、健康保険番号に欠番も無い。 

   さらに、申立人は、「申立期間における４事業所の具体的な勤務時期を

記憶しておらず、給与から厚生年金保険料を控除されていたかは記憶して

いない。｣と供述している上、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持

していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

神奈川厚生年金 事案 8294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年８月 31 日から同年９月１日まで 

    Ａ社からの給与の支払が始まった平成 19 年９月までは、Ｂ社から給

与の支払を受け、申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていた

のに、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間においてＢ社に勤務してい

たことはうかがえる。 

   しかし、Ｂ社及び同社の代表理事に照会したものの、いずれからも回答

が得られないため、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

   また、Ｂ社に在籍していた同僚２名についても、申立期間と１か月違う

ものの、同社における被保険者期間とＡ社における被保険者期間との間に

被保険者期間となっていない期間が確認できる。 

   さらに、前記２名の同僚のうち、回答のあった１名の同僚は、自身の被

保険者となっていない期間に係る保険料の控除については不明であると回

答しており、当該期間に係る給与明細書等も所持していない。 

   加えて、Ｃ市の「平成 20 年度（19 年分）市民税・県民税課税証明書」

において確認できる社会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額

を基に試算した申立期間を含めた平成 19 年の保険料額を下回ることから、

申立期間において厚生年金保険料が控除されていたとまではいえない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

  



                      

  

れていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   なお、申立人は、口頭意見陳述において、申立期間の厚生年金保険の被

保険者記録が欠落しているのは、Ｂ社の責任者及び事務担当者の手続ミス

あるいは能力の欠如に起因するものであるのは確かなので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めるべきであると主張している。 

   しかし、年金記録確認第三者委員会は、厚生年金保険法による記録訂正

のあっせんについては、申立期間における被保険者資格の届出又は保険料

の納付の有無に係る事実認定に基づいて記録の訂正の要否を判断するもの

であり、これと離れて事業主が行った資格喪失の届出手続の遅延又は届出

の過誤の有無を判断するものでは無い。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 11 月頃から 52 年２月頃まで 

             ② 平成元年７月頃から同年９月頃まで 

             ③ 平成３年４月 21 日から６年１月頃まで 

             ④ 平成６年８月頃から７年４月頃まで 

    私は、申立期間①及び②はＡ社（現在は、Ｂ社）に、申立期間③はＣ

社に、申立期間④はＤ社に勤務していたが、申立期間①から④までに係

る厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    調査の上、申立期間①から④までについて、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が所持している昭和 51 年 11 月分、52 年

１月分及び同年２月分の給与支給明細書には、Ａ社の社名が記載されて

いることから、当該期間において、申立人が同社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、上記給与支給明細書によると、事業主により給与から

厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、｢当時の資料を保管していないため、申立人の申立期間

①に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができ

ない。｣と回答している。 

   さらに、申立期間①において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録

が確認できる８名に照会したものの、申立人の当該期間における保険料

の控除をうかがわせる供述を得ることができなかった。 

   加えて、申立期間①において、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保



                      

険者原票に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無

い。 

   申立期間②について、申立人は、Ａ社に勤務していたと主張している。 

   しかしながら、Ｂ社は、｢当時の資料を保管していないため、申立人の

申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認するこ

とができない。｣と回答している。 

   また、申立人が所持している日誌には、申立期間②において、Ａ社に

勤務していた旨は記載されていない上、当該期間において、申立人は、

求職活動を行っていた旨が記載されている。 

   さらに、申立期間②において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録

が確認できる 15 名に照会したところ、回答があった８名全員が、｢申立

人を記憶していない。｣と供述していることから、申立人の同社における

勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認できなかった。 

   加えて、オンライン記録によると、申立期間②において、Ａ社に係る

被保険者記録に申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番

は無い。 

   申立期間③について、申立人は、｢オンライン記録において、私のＣ社

に係る厚生年金保険の被保険者期間は、平成３年１月 16 日から同年４月

21 日までの期間となっているが、入社した時点で３年契約を結んだと記

憶している。｣と主張している。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録によると、申立人のＣ社に係る離

職日は、厚生年金保険の被保険者資格喪失日の前日である平成３年４月

20 日となっており、オンライン記録と一致している。 

   また、申立人が所持しているＣ社に係る労働契約書には、｢雇用期間は、

平成３年１月 16 日から平成３年４月 20 日までの３か月間とする。｣と記

載され、採用証明書には、｢職種：臨時工（製造工）｣及び｢雇用形態：臨

時｣と記載されている上、同社は、｢申立人の記録は、平成３年１月 16 日

から同年４月 21 日までのため、申立人の申立てどおりの届出（申立人が

６年１月頃に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出）を行っ

ていない。｣と回答している。 

   さらに、Ｃ社が加盟していたＥ厚生年金基金から提出された厚生年金

加入員台帳及びＦ健康保険組合から提出された健康保険資格喪失証明書

において、申立人は、平成３年１月 16 日に資格を取得し、同年４月 21

日に喪失したと記載されており、これらの記録は、オンライン記録と一

致している。 

   加えて、オンライン記録において、申立人は、申立期間③のうち、平

成３年８月１日から４年 10 月 27 日までの期間において、Ｃ社とは別会

社であるＧ社に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できるところ、

  



                      

  

上記の日誌には、｢（平成３年）７月 22 日：Ｇ社初出勤｣、｢（平成３

年）８月 26 日：Ｆ健康保険組合より、平成３年４月 21 日付で被保険者

資格を失っているのでその後の療養費を返納するように通知してくる。｣

と記載されている。 

   申立期間④について、申立人から提出された賃金明細書、平成６年分

の給与所得の源泉徴収票及び同僚の供述から、申立人が、当該期間にお

いてＤ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記の賃金明細書及び源泉徴収票によると、事業主に

より給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   また、Ｄ社は、｢当時の被保険者台帳に申立人の記録は記載されていな

い。申立人は正社員ではなかったため、厚生年金保険に加入させていな

いと思われる。｣と回答している。 

   さらに、オンライン記録によると、申立期間④において、Ｄ社に係る

被保険者記録に、申立人の氏名は見当たらず、健康保険の整理番号に欠

番は無い。 

   このほか、申立人は、申立期間①から④までについて、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書

等の資料を所持していない上、申立人の当該期間における厚生年金保険

料の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



                      

 

神奈川厚生年金 事案 8296 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年頃から 63 年頃まで 

             ② 平成４年頃から７年頃まで 

    私は、申立期間①においてＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務し、Ｃ職をし

ていた。 

    また、申立期間②において、Ｄ社に勤務し、同じくＣ職をしていた。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、いずれの期間も被保険者期間とな

っていない。 

    調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｂ社が主務官庁に提出した従業員変更届出書及び

使用人変更届によると、申立人が、当該期間のうち、昭和 59 年 10 月１日

から 60 年７月 27 日までの期間において同社に勤務していたことが推認で

きる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は平成元年６月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①においては適用事業所

ではなかったことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、「当社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間につ

いては、給与から厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

   さらに、Ｅ市の回答によると、申立人は、申立期間①において国民健康

保険に加入していることが確認できる。 

   申立期間②について、同僚の供述から、期間は特定できないものの、申

立人がＤ社に勤務していたことは推認できる。 

 



                      

  

   しかしながら、申立期間②において勤務していたとする同僚は、「当時、

Ｃ職の従業員は、厚生年金保険には加入していなかった。」と供述してい

る。 

   また、申立人は、当時の従業員数について、「８名ぐらいだった。」と

供述しているところ、オンライン記録によると、Ｄ社の被保険者数は申立

期間②において２名であったことが確認できる。 

   さらに、Ｅ市の回答によると、申立人は、申立期間②において国民健康

保険に加入していることが確認できる。 

   加えて、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主の連絡先も不明であるため、申立人に係る人事記録及び給与関

係書類を確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 8297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月頃から同年９月 16 日まで 

    私は、高校の卒業式後に申立期間において、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

営業所でＤ業務をしていたが、厚生年金保険の被保険者記録が無い。申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社Ｃ営業所に

勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ社は、「Ｄ業務の社員は、ある程度の成績を収めないと厚生

年金保険に加入させなかった。」と回答している。 

   また、上記のＤ業務をしていた同僚は、「Ｄ業務の社員の厚生年金保険

の取扱いは、成績により異なっていた。私も成績が良いときは被保険者と

なっていたが、悪いときは被保険者資格を喪失していた。」と証言してい

る。 

   このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。

 




